
 
 

「中小企業の振興に関する施策の実施状況報告書 

（平成３０年度報告）」の公表について 
 

 

平成３０年度における中小企業の振興に関する施策の実施状況をまとめま

したので、別紙のとおり公表します。 

平成３０年度は、昨年度に引き続き、社会全体の高齢化や少子化による人

手不足等の課題に対応するため、ロボット産業を活性化するための各種支援

事業等のほか、多彩な支援メニューにより積極的かつ戦略的な企業誘致など

を実施しました。 
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Ⅰ 総評 

  平成３０年度の我が国の経済状況は、中国経済の先行き不安や海外経済の不確実性の高ま

り、金融資本市場の変動の影響への懸念もあったが、正社員の有効求人倍率については１．６

１倍と９年連続の上昇となるなど、景気回復の長期化による雇用・所得環境の改善を背景とし

た消費の緩やかな持ち直しがみられ、デフレからの脱却を確実なものとし経済再生と財政健

全化の双方を実現するための各種施策の効果などにより、年間を通して緩やかな景気の回復

基調がみられた。 

  さらに、負債総額１，０００万円以上の全国企業倒産件数は、８，１１１件（平成２９年

度比：２５６件・３．０５％減）であり、平成２１年度から１０年連続で前年を下回った。 

  一方で、市内経済の状況については、相模原商工会議所の平成３０年度第４四半期景気観

測調査結果では、「業況ＤＩ※は、全産業で悪化するも業種によってばらつきが見られ、景

気の先行き不透明感があらわに。製造業は次期も大幅な悪化の見通し。」としており、市内

中小企業をとりまく経営環境は予断を許さない状況と示されている。 

  また、（株）東京商工リサーチの調査では、市内企業の倒産件数は平成２９年度の３８件

から平成３０年度は１件増加して３９件と示され、市内中小企業を取り巻く経営環境は依然

として厳しい状況であった。 

  こうした中、本市においては、社会全体の高齢化や少子化による人手不足等の課題に対応

するため、「さがみはらロボット導入支援センター」を中心としたロボット導入支援やロボ

ット専門人材の育成、将来のロボット人材の確保に寄与するため、小学生を対象としたこど

もロボットクリエイター教室などを実施する「さがみはらロボット・ガーデン」の開催な

ど、ロボット産業を活性化するための各種支援を実施するとともに、「さがみはらロボット

導入支援センター」の機能を強化するため、ロボット関連企業を含む成長産業分野の企業を

入居対象とした施設整備に向けた取組を行った。 

  また、さがみはら産業集積促進方策（ＳＴＥＰ５０）に基づき、更なる産業集積基盤の強

化を図るため、昨年度、重点リーディング産業に位置付けた「ロボット」関連企業の誘致な

ど多彩な支援メニューにより積極的かつ戦略的な企業誘致を推進した。  

  さらに、相模原市中小企業融資制度等により中小企業の事業活動に必要な資金の融資につ

いて金融機関と協調して行い、市内中小企業の健全な発展及び振興を図った。 

今後も、「さがみはら産業振興ビジョン２０２５」に基づき、高度な技術力を有する製造

業の競争力強化を始め、多様な地域資源を活用した商業・サービス業の活性化と観光等を目

的とした訪問客の増加を促進するとともに、引き続き、広域交流拠点としてのポテンシャル

をいかしたまちづくりとも連携しながら、成長産業の集積促進を図り、人や企業、様々な産

業などの連携・交流による新産業の創出に取り組み、持続可能な都市経営を実現していく。 

 

 ※業況ＤＩ…前年度同時期との業況を比較し、「良い」と「悪い」の指標を数値化。「良い」の回答数の割合から

「悪い」の回答数の割合を引いて算出した数値 
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Ⅱ 中小企業の振興に関する施策の実施状況 

 １ 本市の平成３０年度における主な中小企業振興施策等の実施状況 

   中小企業が本市の経済に果たす役割の重要性に鑑み、中小企業の振興に関する平成３０

年度各施策の実施状況について、相模原市がんばる中小企業を応援する条例(平成２５年相

模原市条例第４４号。以下「条例」という。)第８条に掲げる施策の基本方針に沿って報告

する。(基本方針は１８ページ参照) 

 

＜表示＞○新 …平成30年度新規事業 □再 …再掲  ○委 …中小企業支援機関への委託 ◇委 …民間等への委託 

 
（１）中小企業者の経営の革新及び創業の促進  

事業名称【所管課】 実績 
平成 30 年度 

決算額 

(前年度決算額)

＜単位:千円＞ 
事業概要 平成 30 年度 平成 29 年度 

コミュニティビジネス推進事業

【産業政策課】○委  

①相談会の開催(12 回、相談件

数延べ 32 件) 

②地域プロデューサー養成講

座入門編の開催(1 回、参加者

36 人) 

③地域プロデューサー養成講

座の開催(6 回、参加者 102 人) 

④１UP 講座の開催(1 回、参加

者 14 人) 

⑤地域プロデューサー養成講

座 交流サロンの開催(1 回、

参加者 19 人) 

①12 回、相談件

数延べ 38 件 

②1 回、参加者

47 人 

③6 回、参加者

147 人 

④1 回、参加者

37 人 

⑤1 回、参加者

26 人 

 

 

1,080 

 

(1,080) 

市民が主体となり、地域が抱

える課題等から展開される事業

について、地域コミュニティの

再生や地域経済の活性化を図る

ための支援を実施 

ものづくり企業総合支援事業

(海外成長市場獲得、国内販路開

拓支援事業を除く。)【産業政策

課】○委  

①企業訪問、支援(258 社、延べ

588 回) 

②専門家派遣(4社、延べ10回) 

①262 社、延べ

572 回 

②5 社、延べ 14

回 

 

11,600 

 

(11,940) 安定的かつ継続的なものづく

り企業への支援体制を構築する

ための事業を実施 

業務系企業誘致推進事業【産業

政策課】 

①先進地視察 

②調査・研究業務報告書作成

（30 冊）、概要版（60 冊） 

①パンフレッ

ト作成(200 部)  
267 

 

(99) 

昼夜間人口の増加及び雇用の

促進等を図るため、本社機能を

有する業務系企業等の誘致策の

調査・研究、ＰＲ活動を実施 

チャレンジショップ支援事業

(女性起業家支援事業を除く。)

【商業観光課】 

①賃借料に要する費用の一部

を奨励金として交付(2 件、

1,706 千円) 

①4件、2,480 千

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,706 

 

(2,480) 

 

 

熱意と独創性にあふれる商業

者の創出・育成、商業・商店街の

活性化を図るため、商店街の空

き店舗を活用する創業者等を支

援 
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チャレンジショップ支援事業

(女性起業家支援事業)【商業観

光課】○委  

①セミナーの開催(セミナー5

回・個人面談、参加者延べ 44

人) 

②ワークショップ、交流会の開

催(2 回、参加者 50 人) 

①プレセミナ

ー1回、26 人/本

セミナー4 回、

延べ 104 人 

②2 回、35 人 

945 

 

(913) 

女性の起業を促進するため、

セミナー等を開催 

中小規模事業者省エネルギー対

策等推進事業(省エネアドバイ

ザー派遣事業)【環境政策課】○委  

①省エネアドバイザー派遣(派

遣件数 30 社、延べ 58 回) 

①26 社、延べ 50

回 

 1,800 

 

(1,575) 

中小規模事業者の地球温暖化

対策を促進するため、エネルギ

ー管理士等の専門家を派遣し、

省エネルギー対策を支援 

 

（２）中小企業者の製品の販路拡大及び新技術等を利用した事業活動の促進 

事業名称【所管課】 実績 平成 30 年度 

決算額 

(前年度決算

額) 

＜単位:千円＞ 

事業概要 平成 30 年度 平成 29 年度 

トライアル発注認定事業【産業政

策課】一部○委◇委  

① 製品の認定(認定件数 12

社 13 製品） 

② 試験的な製品購入(9 製

品) 

③展示会への出展(1 回) 

①7 社 7 製品 

②8 製品 

③1 回 
2,690 

 

(2,538) 

市内中小企業者の新製品を市

が認定し、一部を試験的に購入す

ることにより販路開拓を支援 

 

中小企業研究開発支援事業(研究

開発補助金)【産業政策課】 

①中小企業研究開発補助(3

件) 

①2 件 

4,045 

 

(4,045) 

市内中小企業の技術力強化や

新分野進出を促進するため、新製

品・新技術に関する研究開発経費

の一部を助成 

 

中小企業研究開発支援事業(新技

術実用化コンソーシアム形成支

援事業）【産業政策課】○委◇委  

①新技術実用化コンソーシ

アム形成支援事業(1 件) 

 

①1 件 

3,030 

 

(3,045) 

市内中小企業と大学等の連携に

より構成されたコンソーシアム

による、新製品・新技術の実用化

開発事業を委託 

 

中小企業研究開発支援事業(ロボ

ット産業活性化事業ほか)【産業

政策課】○委◇委  

①セミナーの開催(2 回、参加

者 69 人) 

②開発等支援(10 件) 

①3 回、90 人 

②5 件 

③13 社 

88,647 

 

(96,265) 
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市内ロボット産業の活性化や

地域企業のロボットの活用促進

を図るため、ロボット技術の高度

化や販路開拓、ロボット導入等を

支援 

③展示会への出展(8 社) 

④ロボット導入支援センタ

ーの運営 

⑤産業用ロボット導入補助 

(4 件) 

④ロボット導入

支援センターの

運営 

⑤－ 

⑥ロボットシス

テムインテグレ

ータ育成補助(7

件) 

ものづくり企業総合支援事業(グ

ローバル展開事業）【産業政策課】

○委  

①海外見本市に相模原ブー

スを出展(参加企業数 ベト

ナム 5 社、タイ 4 社、インド

ネシア 3 社) 

②国内専門展示会に相模原

ブースを出展(展示会 3 回、

参加企業数延べ 12 社) 

①ベトナム 5

社、タイ 4 社、

インドネシア 2

社 

②2回、延べ7社 

 

20,000 

 

(16,500) 
市内中小企業の海外、国内販路

開拓を支援 

さがみはらスイーツフェスティ

バル開催【商業観光課】 
①市内で販売されているス

イーツ(菓子・パン)を対象

とした総選挙の実施 

②「推し土産スイーツ」の決

定(上位 7 品) 

①総投票数

12,102 票 

②「さがみはら

推しミヤゲ７」

の決定(上位 7

品) 

3,200 

 

(4,000) 

「スイーツ」を通じて本市の魅

力を発信するとともに、市内産業

の活性化を図るため、スイーツフ

ェスティバルを開催 

 

（３）中小企業者の受注機会の増大 

事業名称 
【所管課】 事業概要 実績 

市内業者優先

発注【契約課】 

市が行う工事の

発注等に当たり、

市内業者が受注可

能な場合は、市内

業者を優先的に指

名することを通知

や研修等(財務取

扱職員会議、財務

セミナー等)で各

所属へ周知 

項目 平成 30 年度 平成 29 年度 

工事請負 
923 件 中 市 内 業 者 が

93.8％ 

800 件 中 市 内 業 者 が

91.3％ 

業務委託 
5,928 件中市内業者が 

69.6％ 

5,712 件中市内業者が 

72.2％ 

物品購入 
729 件中市内業者が 

91.4％ 

673 件中市内業者が 

92.1％ 

 

（４）人材の育成及び確保並びに資金供給の円滑化による中小企業者の経営基盤の強化   

事業名称【所管課】 実績 平成 30 年度 

決算額 

(前年度決算額) 

＜単位:千円＞ 
事業概要 平成 30 年度 平成 29 年度 

中小企業融資制度等(利子補給金

及び信用保証料補助金)【産業政策

課】一部○委  

１)利子補給金(6,124 件、

454,199 千円) 

①小企業小口資金(390

１)6,246 件、

472,917 千円 

① 412 件、

541,682 

 

(595,344) 
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事業拡充、景気低迷等に伴う中

小企業の資金需要に対処するた

め、融資制度に基づき、支払利子及

び信用保証料の一部を助成(利子

補給金全体の実績には、県創業支

援融資制度利用者への継続補助も

含む。) 

件、15,939 千円) 

②小企業特別資金(1,469

件、64,635 千円） 

③創業支援資金(134 件、

6,811 千円) 

２ ) 信 用 保 証 料 補 助 金

(1,218 件、99,214 千円) 

①小企業小口資金(71 件、

5,501 千円) 

②小企業特別資金(483

件、37,368 千円) 

③創業支援資金(38 件、

3,121 千円） 

３)マル経資金利子補給金

(335 件、12,131 千円) 

 

17,709 千円 

②1,289 件、

58,267 千円 

③ 103 件、

5,586 千円 

２)1,304 件、

109,025 千円 

① 95 件 、

7,565 千円 

② 366 件、

28,699 千円 

③ 36 件 、

2,845 千円 

３）333 件、

13,402 千円 

※金融機関への

預託金等を除く

利子補給金及び

信用保証料補助

金 

企業誘致等推進事業(企業誘致に

係る奨励金、利子補給金及び信用

保証料補助金等)【産業政策課】 

① 雇用奨励金(6 社 14 人、

4,700 千円) 

②工業用地継承奨励金（-） 

③工業保全地区奨励金（-） 

④施設整備等奨励金(30 件、

430,143 千円) 

⑤施設整備特別融資利子補

給(16 件、15,402 千円) 

⑥施設整備特別融資信用保

証料補助金(-) 

①4 社 8 人、

2,500 千円 

②1 件、1,137

千円 

③－ 

④ 24 件 、

364,108 千円 

⑤14件、17,130

千円 

⑥1 件、811 千

円 

450,784 

 

(386,455) 

※金融機関への

預託金を除く。 

本市に立地する企業等に対し企

業立地等の促進、雇用機会の創出

及び工業用地の保全活用を図るた

め、奨励金の交付や融資制度に基

づく助成等を実施 

中小企業技術者育成支援事業(中

小製造業技術者育成支援事業）【産

業政策課】○委  

①技術士派遣（2 回、8 人） 

②研修会の実施(参加者 39

人) 

①助成金(15社

85 人) 

②22 人 
1,000 

 

(1,000) 
市内中小企業の技術者等が技術

力・知識力を高める目的で受講す

る研修費用の一部を助成 

無料職業紹介事業【雇用政策課】 
一部◇委  

①求職者支援(総来所者

20,405 人) 

②キャリアカウンセリング

の実施(4,745 件、就職者数

267 人) 

③求職者支援講座の実施

(参加者 145 人) 

①21,965 人 

②4,544 件、就

職者数 231 人 

③74 人 
36,649 

 

(34,557) 

相模原公共職業安定所の一部機

能や相模原市就職支援センターな

どの就労支援機関を集約した「相

模原市総合就職支援センター」に

おいて求職者を支援 
若年無業者・フリーター就労支援

事業【雇用政策課】◇委  
①家族セミナー等(参加者

817 人) 

②パーソナル・サポート・サ

ービス事業(新規登録者 113

人） 

①911 人 

②103 人 

11,776 

 

(11,806) 

若者無業者等の職業的自立に向

けた各種支援を実施 
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子ども・青年アントレプレナー体

験事業【産業政策課】 
①子どもアントレプレナー

体験キャンプ(参加者58人) 

②アントレ・インターンシ

ップ(参加者 1 人) 

①48 人 

②7 人 

 
2,500 

 

(2,450) 

将来の産業を支える人材を育成

するため、さがみはら子どもアン

トレプレナー体験事業実行委員会

へ助成 

職業相談・面接会事業【雇用政策

課】一部○委  

①県央障害者就職面接会

(参加者 408 人) 

②さがみはら正社員就職面

接会(参加者 87 人) 

①421 人 

②66 人 340 

 

(340) 
市内中小企業の雇用促進・安定

を図るため、障害者や正社員を目

指す者を対象に就職面接会を開催 
学生・新卒未就職者等就労支援事

業【雇用政策課】◇委  
①地域産業界の人づくり支

援事業（内定者 34 人） 

①地域産業界

の人づくり支

援事業(内定者

24 人) 

 

8,388 

 

(8,385) 

学生等を対象に就労支援を行う

とともに、魅力ある市内企業等の

求人情報等を就職支援サイトから

発信 

仕事と家庭両立支援事業(仕事と

家庭両立支援推進企業表彰を除

く。)【雇用政策課】一部◇委  

①仕事と家庭両立支援セミ

ナー(5 回、参加者 83 人） 

②女性の活躍応援セミナー

(11 題目合計 20 回、参加者

合計 349 人) 

①3 回、41 人 

② 11 題目 23

回、265 人 542 

(484) 女性の活躍の場を拡大するた

め、ライフステージに応じた就労

支援セミナー等を実施 
商業団体育成事業(さがみはら商

人思草塾)【商業観光課】○委  
①講座の開催(参加者88人) ①34 人 

 295 

 

(295) 
商店街における次世代の人材育

成を図るため、若手商業者や後継

者等を対象に講座を開催 
観光人材育成事業【商業観光課】 ①相模原市観光マイスター

の認定(7 人) 

 

①「相模原市観

光マイスター」

の活動支援 

0 

 

(93) 

本市の多様な地域資源を生かし

た新たな観光交流を創出すること

で、交流人口の拡大による地域の

活性化を促し、魅力的な都市の形

成を目指すため、観光振興の基盤

を担う「おもてなしの心あふれ、本

市の観光の魅力を披露する」人材

を育成する。 
中小規模事業者省エネルギー対策

等推進事業(中小規模事業者省エ

ネルギー設備等導入支援事業)【環

境政策課】 

①中小規模事業者省エネル

ギー設備等導入支援補助

(23 件) 

 

①20 件 

 

9,892 

 

(10,786) 

中小規模事業者の地球温暖化対

策を促進するため、地球温暖化対

策計画書に基づき実施する省エネ

設備等の導入に際し、経費の一部

を助成 
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（５）指定管理者の公正な選定、施設の効果的な管理及び中小企業者の参入機会の増大   

事業名称【所管課】 事業概要 実績 

指定管理者の公正な選定、施設の

効果的な管理及び中小企業者の参

入機会の増大【経営監理課】 

「公の施設の指定管

理者に係る候補団体選

考指針」に基づく評価基

準により指定管理者の

募集を実施 

平成 30 年度に募集及び選考を行

い、平成 31 年度以降の指定管理者を

指定した施設 111 施設 

評価基準に、市内事業者の活用に

関する項目を設けることで、中小企

業者の参入機会の増大を促した。 

 

（６）中小企業者の市の施策への協力、地域社会貢献状況等の評価等 

＜ア 市の施策への協力状況(大企業者等を含む。)＞ 

事業名称 

【所管課】 
事業概要 

実績(延べ) 

平成 30 年度 平成 29 年度 

寄 附 金 の 受 領

【財務課】 

篤志家からの寄附金を

受領し、指定の事業へ活

用 

①暮らし潤いさがみはら寄

附金（子ども・若者未来基金

への寄附金含む） 

・寄附件数 105 件(うち法人

等 61 件) 

・寄附金額 36,165 千円(う

ち法人等 15,875 千円) 

 

① 

・件数 66 件(うち法

人等 37 件) 

・金額 208,061 千円

(うち法人等 8,098 千

円) 

②子ども・若者未来

基金への寄附金 

・件数 7 件 

・金額 3,000 千円 

協賛金及び賞の

提供【文化振興

課】 

法人等から「フォトシ

ティさがみはら」事業に

対し、協賛金及びスポン

サー賞の提供 

①協賛金(5 社 1 法人 1 団体

1 事業所、合計 1,015 千

円) 

②スポンサー賞(6 社 5 法人

7 団体 1 事業所) 

①5 社１法人 1 団体 1

事業所、合計 1,015 千

円 

②7 社 4 法人 7 団体 3

事業所 

一部○新 講師派

遣、製品等の無

償提供等【アー

ト ラ ボ は し も

と、相模原市民

ギャラリー】 

 

各事業においてイベン

ト周知や、会場等の無償

提供等 

①有償講師派遣（－） 

②物品の無償貸与（1 団体） 

③会場の無償提供(2 団体、1

事業所) 

④相模原市収蔵美術品展へ

の協力（6 社 2 事業所） 

⑤アートラボとの連携事業

実施(4 大学) 

⑥撮影指導（1 団体） 

①有償講師派遣（4 社） 

②物品の無償提供（1

社 2 法人 1 団体）、チ

ラシの無償配布(1 事

業所)、ポスターの無

償掲示(2 法人) 

③1 事業者 

④6 社 1 団体 1 事業所 

⑤4 大学 

⑥－ 

里山及び水辺環

境保全美化活動

への協力【水み

どり環境課】 

里山や河川敷の美化活

動の実施 

●実施法人等(4 社) ●9 社 



9 
 

美化推進事業へ

の協力【資源循

環推進課】 

市内各所での清掃及び

啓発キャンペーンの実施 

●まち美化キャンペーン等

各種事業協力法人等(延べ

11 社 12 法人 6 団体) 

●延べ28社 16法人15

団体 2 事業所 

一部○新 循環型

社会普及啓発事

業への協力【資

源循環推進課】 

相模原ごみ DE71(でな

い)大作戦への会場提供、

食品ロス削減啓発キャン

ペーンの実施等 

①駅頭、大学等におけるご

みの減量化・資源化のキャ

ンペーン協力法人等(13社7

法人) 

②転入者向け啓発講座協力

法人等（0 社） 

③食品ロス削減の啓発キャ

ンペーン協力法人等（3社 11

事業所） 

④リサイクル施設の見学会

実施（1 社）、リサイクル促

進キャンペーン実施（1 社） 

①16社 1事業所4大学 

②1 社 

③－ 

④－ 

使用済小型家電

リサイクル事業

への協力【資源

循環推進課】 

使用済小型家電の排出

機会の確保及び回収ボッ

クス設置施設の無償提供 

●回収ボックスの設置(3 社

2 法人) 

●3 社 2 法人 

防災、災害時に

おける協定の締

結【危機管理課】 

 

大学、法人等と、災害時

における施設等の使用や

応急復旧活動に関する協

定を締結 

●防災、災害時に係る協定

締結（7 社 6 法人 1 団体） 

 

●2 社 4 法人 3 団体 

 

相模原市認知症

高齢者・障害者

等徘徊ＳＯＳネ

ットワークシス

テム運営事業に

係る協力協定の

締結【各区高齢

者相談課】 

事前登録された認知症

高齢者等の行方がわから

なくなった場合に、早期

発見、安全確保及び早期

保護に努めるための協力

協定を締結 

●相模原市認知症高齢者・

障害者等徘徊ＳＯＳネット

ワークシステム運営事業に

係る協力協定締結事業所数

(3 区 64 事業所)(H31.3.31

現在) 

●3 区 79 事業所 

(H30.3.31 現在) 

雑誌スポンサー

制 度 へ の 協 賛

【図書館、相模

大野図書館、橋

本図書館】 

図書館の雑誌購読料を

負担し、雑誌カバー及び

棚に広告を掲出する制度

への協賛 

●協賛法人等(延べ 15 社 6

法人 9 事業所 1 団体) 

(H31.3.31 現在) 

●延べ 16 社 6 法人 10

事 業 所 (H30.3.31 現

在） 

薬物乱用防止啓

発事業【地域保

健課】 

(公財)相模原市薬剤師

会と締結した「薬物乱用

防止啓発事業の実施に係

る基本協定」に基づく普

及啓発事業を実施 

●薬物乱用防止啓発事業 

・健康フェスタへの出展 

・啓発チラシの作成 

・さがみんバッジとポスタ

ーを使った薬局での啓発活

動 

同左 



10 
 

健康づくり支援

に係る取組への

協力【健康増進

課】 

職場での健康づくりや

ワーク・ライフ・バランス

の推進に関する取組につ

いての情報提供や、飲食

店での健康づくりの推進

に関する取組についての

協力 

①地域・職域連携推進事業

(中小企業での健康づくり

取組事例の提供)(5 社) 

②相模原市健康づくり応援

店普及事業(健康づくり応

援店への登録)(65 店舗) 

①5 社 

②60 店舗 

放課後児童健全

育成事業への協

力【こども・若者

支援課】 

待機児童対策として、

民間企業の会議室や駐車

場等の諸施設の活用によ

る児童クラブ開設に係る

協力 

●会議室及び駐車場の提供

(1 社) 

●1 社 

地域リハビリテ

ーション活動支

援事業【地域包

括ケア推進課】 

 高齢者の介護予防を目

的とした体操の普及啓発

及び認知症の啓発を目的

とした事業への協力（場

所無償提供、広報協力） 

●いきいき百歳体操体験会

及びアルツハイマーデー啓

発イベントの開催（1 社） 

●－ 

 

＜イ 地域社会貢献状況等の評価(大企業者等を含む。)＞ 

事業名称 

【所管課】 
事業概要 

実績(延べ) 

平成 30 年度 平成 29 年度 

ネーミングライ

ツの導入【企画

政策課】 

・新たな財源の確保及び市

民サービスの向上を図るた

め、公の施設等に対する命

名権(ネーミングライツ)の

適正な導入を実施 

・優先交渉権の付与に当た

り、選定委員会において提

案内容、経営状況、企業理

念、希望名称、金額・契約期

間、その他市民へのメリッ

ト等について審査を行い、

決定 

●導入施設等(平成 30 年

度選考分まで) 

・サーティーフォー相模

原球場(市立相模原球場) 

・こけ丸の森(市職員会館

敷地内緑地） 

・相模女子大学グリーン

ホール(市文化会館) 

・相模原ギオンスタジア

ム・相模原ギオンフィール

ド・相模原ギオンスポーツ

スクエア(相模原麻溝公園

競技場・第 2 競技場・グラ

ウンド) 

・相模川ふれあい科学館 

アクアリウムさがみはら

(市立相模川ふれあい科学

館) 

・ノジマメガソーラーパ

ーク(さがみはら太陽光発

電所) 

・ＬＣＡ国際小学校北の

丘センター(市立北市民健

康文化センター) 

・ウイッツひばり球場(淵

野辺公園少年野球・ソフト

ボール場) 

●導入施設等(平成 29

年度選考分まで) 

・サーティーフォー相

模原球場(市立相模原

球場) 

・こけ丸の森(市職員会

館敷地内緑地） 

・相模女子大学グリー

ンホール(市文化会館) 

・相模原ギオンスタジ

アム・相模原ギオンフ

ィールド・相模原ギオ

ンスポーツスクエア

(相模原麻溝公園競技

場・第 2 競技場・グラ

ウンド) 

・相模川ふれあい科学

館アクアリウムさがみ

はら(市立相模川ふれ

あい科学館) 

・ノジマメガソーラー

パーク(さがみはら太

陽光発電所) 

・ＬＣＡ国際小学校北

の丘センター(市立北

市民健康文化センタ

ー) 



11 
 

・ラクアル／ペアナード 

オダサガ 歩道橋（県道 51

号横断歩道橋） 

・相模原ギオンアリーナ

（市立総合体育館） 

(H31.4.1 現在) 

・ウイッツひばり球場

(淵野辺公園少年野球・

ソフトボール場) 

・ラクアル／ペアナー

ド オダサガ 歩道橋

(県道51号横断歩道橋) 

(H30.4.1 現在) 

 

評価型競争入札

【契約課】 

工事の適正な施工の確保

を図るとともに、事業者の

技術力の向上や社会的貢献

への意欲を高めるため評価

型競争入札を実施 

●評価型契約件数(24 件) 

 

●16 件 

 

工事の競争入札

参加資格におけ

る主観点数導入

【契約課】 

工事の適正な施工の確保

を図るとともに、事業者の

技術力等の向上や社会的貢

献への意欲を高めるため、

事業者に対する市独自の項

目について評価した主観点

数を競争入札参加資格の認

定において適用 

●工事の市内登録業者数

(389 者) 

(H30.4.1 現在) 

●374 者 

(H29.4.1 現在) 

生活困窮者就労

訓練事業所の認

定【地域福祉課】 

生活困窮者に対し、就労

の機会を提供する事業所と

して、生活困窮者自立支援

法に基づき認定 

●認定企業等(2 社) ●3 社 

がん検診受診促

進パートナー制

度への登録【健

康増進課】 

がん検診の受診啓発活動

に積極的に取り組む企業等

をがん検診受診促進パート

ナーとして登録し、登録証

を交付。また、登録企業と協

働してがん検診受診促進に

努める。 

●登録企業等数（16 社） 

●登録企業のがん検診受

診促進等の取組内容をホ

ームページに掲載 

 

●7 社 7 法人 1 団体 

保健衛生功労者

表彰【地域保健

課】 

永年にわたり保健衛生事

業の推進や献血運動の推進

に功労のあった団体・施設

を表彰 

●受賞施設(4 事業所) 

 

●受賞団体 1 社 4 事業

所 

 

技能功労者表彰

【雇用政策課】 

技能者の地位向上及び技

能習得意欲の高揚を図るこ

とを目的に、功労者を表彰 

●被表彰者(47 人) ●49 人 

仕事と家庭両立

支援推進企業表

彰【雇用政策課】 

ワーク・ライフ・バランス

に配慮した社会環境づくり

のため、仕事と家庭の両立

支援に取り組む企業等を表

彰 

●被表彰企業等(3 社) 

（株）イノウエ 

（有）ケミカル電子 

ホシザキ湘南（株） 相模原

第 1 営業所 相模原第 2 営

業所 

●2 社 1 法人 

･クリーンメタル(株)

南関東支店 

･富士工業(株) 

･(医)社団相和会渕野

辺総合病院 
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エコショップ等

認定制度【廃棄

物指導課】 

資源循環型社会の構築に

向けた取組を推進するた

め、ごみの減量化や資源化

など、環境に配慮した取組

を率先して進めている店

舗、事業所、商店街等を認定 

●認定事業者等総数 

①エコショップ 34 件 

②エコオフィス 56 件 

③エコ商店街 0 件 

(H31.4.1 現在) 

● 

①34 件 

②51 件 

③0 件 

(H30.4.1 現在) 

優 良 工 事 表 彰

【技術監理課】 

市が発注した工事で、模

範となる優秀な工事を施工

した事業者を表彰 

●受賞工事平成 29 年度完

成工事(40 工事、38 事業

者) 

●平成 28 年度完成工

事(39 工事、31 事業

者) 

 

 

（７）中小企業者相互及び中小企業者と中小企業支援機関等との連携及び協力の促進   

事業名称【所管課】 実績 
平成 30 年度 

決算額 

(前年度決算額) 

＜単位:千円＞ 
事業概要 平成 30 年度 平成 29 年度 

一部○新広域連携支援事業

【産業政策課】◇委  

①フォーラム(１回、参加

者延べ 133 人) 

②フォローアップセミナ

ー（1 回、参加者数 21 名） 

③テーマ別分科会の開催 

・IoT 研究会(6 回、参加

者延べ 88 人） 

・ワールドロボットチャ

レンジ分科会（1 回、8 社） 

①2 回、延べ 300 人 

②－ 

③テーマ別分科会の開

催 

・IoT 研究会(3 回、参加

者延べ 40 人） 
5,320 

(3,240) 

産業振興に必要な資源

が集積する首都圏南西地

域の特性を最大限に活用

し、行政区域や団体の枠を

越えた連携を実施 

□再 中小企業研究開発支援

事業(研究開発補助金)【産

業政策課】 

①中小企業研究開発補助

(3 件) 

①2 件 

 

4,045 

 

(4,045) 

市内中小企業の技術力

強化や新分野進出を促進

するため、新製品・新技術

に関する研究開発経費の

一部を助成 

□再 中小企業研究開発支援

事業(新技術実用化コンソ

ーシアム形成支援事業）

【産業政策課】◇委  

①新技術実用化コンソー

シアム形成支援事業(1

件) 

 

①1 件 

 

3,030 

 

(3,045) 

市内中小企業と大学等

の連携により構成された

コンソーシアムによる、新

製品・新技術の実用化開発

事業を委託 

□再 中小企業研究開発支援

事業(ロボット産業活性化

事業ほか)【産業政策課】

○委◇委  

①セミナーの開催(2 回、

参加者 69 人) 

②開発等支援(10 件) 

③展示会への出展(8 社) 

④ロボット導入支援セン

①3 回、90 人 

②5 件 

③13 社 

④ロボット導入支援セ

ンターの運営 

88,647 

 

(96,265) 

市内ロボット産業の活
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性化や地域企業のロボッ

トの活用促進を図るため、

ロボット技術の高度化や

販路開拓、ロボット導入等

を支援 

ターの運営 

⑤産業用ロボット導入補

助(4 件) 

⑤－ 

⑥ロボットシステムイ

ンテグレータ育成補助

(7 件) 

さがみはら経済懇談会【産

業政策課】 
①懇談会開催(1 回) 

②参加企業等(4 社 2 団

体) 

①1 回 

②3 社 1 団体 

― 
経済情勢に対応した産

業支援体制を構築するた

め、市内に立地する企業等

との意見交換会を実施  
産業支援機関合同会議【産

業政策課】 
①会議開催(2 回) ①2 回 

― 

行政と中小企業支援機

関の情報共有及び連携の

ため、定期的に会議を開催 

＜参加機関＞相模原商工会議所、城山商工会、津久

井商工会、相模湖商工会、藤野商工会、(公財)相模

原市産業振興財団、(株)さがみはら産業創造センタ

ー、神奈川県信用保証協会、相模原公共職業安定所、

(株)日本政策金融公庫、市内工業団地事務局 6 事務

局 

市内大手企業等との情報

交換会【産業政策課】 
①情報交換会の開催(2 回) ①2 回 

― 市内大手企業等と行政・

支援機関との連携のため、

定期的に会議を開催 

＜参加機関＞市内大手企業

等 38 社、金融機関 7 行 

＜参加機関＞市内大

手企業等 38 社、金融

機関 5 行 

 

（８）中小企業者との協働による地域活性化に向けた施策の推進   

事業名称【所管課】 実績 
平成 30 年度 

決算額 

(前年度決算額) 

＜単位:千円＞ 
事業概要 平成 30 年度 平成 29 年度 

一部□再 ネーミングライツの導

入【企画政策課】 

①新規契約決定(1 社) 

②契約更新(2 社) 

③契約中(①、②以外)(4

社 2 法人 1 団体) 

①1 団体 

②1 法人 

③6 社 1 法人 
35,550 

 

(35,275) 

新たな財源の確保及び市民

サービスの向上を図るため、公

の施設等に対する命名権(ネー

ミングライツ)の導入を実施 

□再 コミュニティビジネス推進

事業【産業政策課】○委  

①相談会の開催(12 回、

相談件数延べ 32 件) 

②地域プロデューサー

養成講座入門編の開催

(1 回、参加者 36 人) 

③地域プロデューサー

養成講座の開催(6 回、

参加者 102 人) 

④１UP 講座の開催(1

回、参加者 14 人) 

⑤地域プロデューサー

養成講座 交流サロン

①12 回、相談件数延べ

38 件 

②1 回、参加者 47 人 

③6 回、参加者 147 人 

④1 回、参加者 37 人 

⑤1 回、参加者 26 人 

 

 

1,080 

 

(1,080) 

市民が主体となり、地域が抱

える課題等から展開される事

業について、地域コミュニティ

の再生や地域経済の活性化を

図るための支援を実施 
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の開催(1 回、参加者 19

人) 

中心市街地活性化事業【商業観

光課】 

①橋本駅周辺イルミネ

ーション事業 

②相模大野パブリック

インフォメーション運

営事業 

③コリドー維持管理 

④西門買物公園道路維

持管理 

⑤相模原イルミネーシ

ョン事業 

①橋本駅周辺イルミネ

ーション事業 

②相模大野パブリック

インフォメーション運

営事業 

③コリドー維持管理 

④西門買物公園道路維

持管理 

⑤相模原イルミネーシ

ョン事業 

3,396 

 

(8,529) 

中心市街地の活性化を図る

ため、中心市街地である橋本

駅、相模原駅及び相模大野駅周

辺地区の環境を整備 

商店街環境整備事業【商業観光

課、各区役所地域振興課】 
①共同駐車場整備維持

事業補助(2 団体) 

②街路灯電気料補助(32

団体) 

③街路灯修繕費補助(5

団体) 

④街路灯撤去費補助(6

団体） 

⑤自動車駐車場利用券

共同購入事業補助(7 団

体) 

⑥施設整備事業補助(0

団体） 

⑦施設修繕事業補助(0

団体) 

⑧街路灯消灯・再点灯費

補助(0 団体） 

⑨公衆浴場設備整備費

補助(2 団体) 

⑩まちなみ整備事業補

助(2 団体) 

①2 団体 

②40 団体 

③3 団体 

④2 団体 

⑤6 団体 

⑥0 団体 

⑦0 団体 

⑧0 団体 

⑨3 団体 

⑩3 団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,942 

 

(20,811) 

 

商店街の環境整備を図るた

め、商店街団体が行う共同駐車

場や街路灯の維持管理事業の

ほか、公衆浴場の施設整備費等

に対して助成 

商店街にぎわいづくり支援事

業【各区役所地域振興課】 
①情報発信事業補助(6

団体） 

②ステップアップ事業

補助(1 団体) 

③空き店舗活用事業補

助(0 団体) 

④イベント事業補助(22

団体) 

①6 団体 

②3 団体 

③0 団体 

④19 団体 4,135 

(5,397) 

商店街の活性化を図るため、

商店街団体等が実施する情報

発信事業やイベント事業等に

対して助成 
 

アドバイザー派遣事業【各区役

所地域振興課】 
①アドバイザー派遣(派

遣先 4 団体) 

 

①派遣先 7 団体 

 240 

 

(630) 

商店街の活性化を図るため、

商店街団体等へ専門的な知識

を有するアドバイザーを派遣 
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（９）小規模企業者の経営の発達、改善等に対する必要な配慮 

事業名称【所管課】 
平成 30 年度実績 平成 29 年度実績 

事業概要 
一部再 
中小企業融資制度等(利子

補給金及び信用保証料補助

金)【産業政策課】 

１)利子補給金 

①小企業小口資金(390 件、15,939 千円) 

②小企業特別資金(1,469 件、64,635 千円） 

２)信用保証料補助金 

①小企業小口資金(71 件、5,501 千円) 

②小企業特別資金(483 件、37,368 千円) 

３)マル経資金利子補給金(335 件、12,131

千円) 

 

１)利子補給金 

①412 件、17,709 千円 

②1,289 件、58,267 千

円 

２)信用保証料補助金  

①95 件、7,565 千円 

②366 件、28,699 千円 

３）マル経資金利子補給

金 333 件、13,402 千円 

事業拡充、景気低迷等に

伴う中小企業の資金需要に

対処するため、融資制度に

基づき、支払利子及び信用

保証料の一部を助成 
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２ 平成３０年度中小企業支援機関の取組状況 

  条例第５条に掲げる中小企業支援機関の取組状況を報告する。(１８ページ参照) 

支援機関 
取組内容及び状況 

経営改善 経営向上 行政との連携 

相模原商工会議所 

各種講習会の開催、金

融斡旋や経営改善窓口

相談等の実施(参加者延

べ 1,831 人) 

販路開拓支援、受発

注商談会等の実施 

(参加者延べ 1,203 人) 

産業支援機関合同会議等

での情報共有、中小製造業

技術者育成支援事業、ロボ

ット産業活性化事業等 

城山商工会 

金融セミナー、スキル

アップ講習会等の開催

(参加者延べ412人） 

創業入門セミナー等

の実施(参加者延べ25

人) 

産業支援機関合同会議で

の情報共有、地域活性化の

ための各種事業への参加等 

津久井商工会 

巡回・窓口中心の経営

相談指導等の実施、講習

会の開催(参加者延べ

472人) 

情報化支援セミナー

等の実施(参加者延べ

18人) 

産業支援機関合同会議で

の情報共有、地域活性化の

ための各種事業への参加等 

相模湖商工会 

税務個別指導会の実

施、講習会の開催(参加

者延べ150人) 

販路開拓支援等の実

施(参加者延べ15人) 

産業支援機関合同会議で

の情報共有、地域活性化の

ための各種事業への参加等 

藤野商工会 

金融審査会、金融相談

会の実施、源泉税納付指

導会等の講習会の開催

(参加者延べ358人) 

地域振興ビジョン推

進事業等の実施(参加

者延べ126人) 

産業支援機関合同会議で

の情報共有、地域活性化の

ための各種事業への参加等 

(公財)相模原市 

産業振興財団 

 創業相談の実施、創業

セミナーの開催、大学キ

ャラバン訪問等 (3事

業、参加者・企業延べ617

者) 

 販路開拓支援等の実

施、産業交流展等への

出展(5事業、参加者・

企業延べ126者) 

産業支援機関合同会議で

の情報共有、セミナー等の

開催、補助金申請等の支援、

海外を含めた展示会の出展

等 

(株)さがみはら 

産業創造センター 

職場リーダー養成塾、カイゼンスクール等、各種

セミナーの実施(参加者延べ521人)、及び企業間連

携による研究開発、販路開拓等の支援(支援先企業

28社) 

 産業用ロボット導入支援

事業、南西フォーラムや交

流会等の開催、補助金申請

等の支援等 
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＜参考＞ 

相模原市がんばる中小企業を応援する条例（平成25年相模原市条例第44号） 

 

近年の経済活動のグローバル化とそれに伴う企業間競争の激化、社会構造を変える急速な少

子高齢化の進行や人口減少時代の到来を受け、中小企業を取り巻く環境は大きく変化してきて

おり、その活力の低下も懸念されるところです。 

本市は、昭和29年の市制施行以来、高度経済成長を背景に多様な業種で新進気鋭の意欲的な

人々が、技術を競い合いながらも助け合い、事業活動を展開し、成長・発展してきた都市です。

首都圏南西部における広域的な交流拠点都市として、市内経済の持続可能な発展のためには、中

小企業の産業活動を支援することが不可欠であるという基本的な考え方に立ち、中小企業の振

興に関する施策を本市市政の重要課題として位置付け、相模原市をより豊かで住みやすいまち

とするため、ここに、この条例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、中小企業が本市の経済において果たす役割の重要性に鑑み、中小企業の振

興の基本となる事項を定めることにより、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進し、も

って市内経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 中小企業者 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項各号のいずれかに

該当する者であって、市内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。 

(２) 中小企業支援機関 相模原市産業振興財団、商工会議所、商工会その他の中小企業の振

興に関する団体及び地域経済の振興に関する活動を行う団体等をいう。 

(３) 大企業者 中小企業者以外の事業者で、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。 

(４) 大学等 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する大学及び高等専門学校、

国立大学法人法（平成15年法律第112号）第２条第４項に規定する大学共同利用機関その他

の研究開発機関をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、この条例の趣旨にのっとり、中小企業の振興に関する施策を総合的に策定し、及

び実施しなければならない。 
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２ 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、国、関係地方公共団体、中小企業者、中小

企業支援機関、大企業者、大学等及び市民と協力して、効果的に実施するよう努めるものとす

る。 

（中小企業者の取組） 

第４条 中小企業者は、経営の革新（中小企業基本法第２条第２項に規定する経営の革新をいう。

以下同じ。）、経営基盤の強化及び経済的社会的環境の変化への即応のために、自主的な取組

を行うよう努めるものとする。 

２ 中小企業者は、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとす

る。 

３ 中小企業者は、従業員が健康で働きやすい職場環境づくり及び福利厚生の充実に努めるも

のとする。 

４ 中小企業者は、地域社会と調和を図り、緊急の災害への対応を始めとして、暮らしやすい地

域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。 

（中小企業支援機関の取組） 

第５条 中小企業支援機関は、中小企業者の経営の改善及び向上のための支援に積極的に取り

組むとともに、市が実施する中小企業の振興に関する施策に市と連携して取り組むよう努め

るものとする。 

（大企業者の役割） 

第６条 大企業者は、中小企業の振興が市内経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、

市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（市民の理解と協力） 

第７条 市民は、中小企業の振興が市内経済の発展及び市民生活の向上において果たす役割の

重要性を理解し、中小企業者の健全な発展に協力するよう努めるものとする。 

（施策の基本方針） 

第８条 市は、中小企業の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、この条例の趣旨にの

っとり、次に掲げる事項を基本として行うものとする。 

(１) 中小企業者の経営の革新及び創業を促進するための施策を推進すること。 

(２) 中小企業者の製品の販路拡大及び新技術等を利用した事業活動の促進を図ること。 

(３) 市が行う工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行並びに透

明かつ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ、発注、調達等の対象を適切に
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分離し、又は分割すること等により、中小企業者の受注の機会の増大に努めること。 

(４) 中小企業者の事業活動に必要な人材の育成及び確保並びに資金供給の円滑化を図るこ

とにより、中小企業者の経営基盤の強化を促進すること。 

(５) 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理者の指定に

当たっては、予算の適正な執行並びに透明かつ公正な選定手続及び当該公の施設の効果的

な管理の確保に留意しつつ、中小企業者の参入機会の増大に努めること。 

(６) 中小企業者の経営の革新のための自主的な取組、市の施策への協力、地域社会への貢献

の状況等を適切に評価し、積極的な支援に努めること。 

(７) 中小企業者相互及び中小企業者と中小企業支援機関、大企業者、大学等との連携及び協

力を促進するための施策を推進すること。 

(８) 中小企業の振興に対する市民の理解を深めるとともに、中小企業の振興が地域のにぎ

わいづくりや地域社会の発展において果たす役割の重要性を認識し、中小企業者と協働し、

その活性化に向けた施策を推進すること。 

(９) 前各号に掲げるもののほか、中小企業の振興のために必要な施策を推進すること。 

２ 市は、前項の中小企業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、小規模企業者（中小企業

者のうち、おおむね常時使用する従業員の数が20人（商業又はサービス業に属する事業を主た

る事業として営む者については、５人）以下の事業者をいう。）に対して、経営の発達及び改

善に努めるなど、必要な配慮を行うものとする。 

（財政上の措置） 

第９条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

（実施状況の検証及び公表） 

第10条 市長は、毎年度、中小企業の振興に関する施策の実施状況について、検証を行うととも

に、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 

（委任） 

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

 

 


